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1 業務の概要  

（1）件名 北区バリアフリー基本構想（全体構想）改定業務委託 

 

（2）業務目的  

   平成27年度から平成30年度にかけて、「北区バリアフリー基本構想

（全体構想）」及び「北区バリアフリー基本構想（地区別構想）」を策定

した。 

令和7年度に全体構想及び地区別構想の計画期間が満了することや、

今後さらに地域一体での連続的・面的なバリアフリー化を推進するため、

令和8年度に全体構想の改定、令和9年度に地区別構想の改定を行う。 

 

（3）業務内容  

令和 8 年度 全体構想の改定 

①計画準備 

②基礎調査の実施 

ア．関連法令及び上位計画等の整理 

イ．区内全域の概況整理 

③子ども向けアンケート調査の実施 

区内の小中学生を対象にした WEB によるアンケート 

④基本方針等の検討 

⑤重点整備地区・生活関連施設・生活関連経路の検討 

ア．重点整備地区の設定 

イ．生活関連施設・生活関連経路の設定 

⑥全体構想のとりまとめ 

⑦パブリックコメントの実施 

パブリックコメントに諮る全体構想（素案）及び概要版（素案）及

び関連動画の作成 

⑧協議会等の運営支援 

ア．協議会の運営支援（３回）  

イ．区民部会による地区懇談会の実施支援（３地区） 

ウ．区民部会によるまちあるき点検の実施支援（１回） 

⑨報告書のまとめ 

【成果品】 

・報告書   ２部 

・電子データ 一式 

・北区バリアフリー基本構想 全体構想 本編 100 部 
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・北区バリアフリー基本構想 全体構想 概要版 100 部 

 

（参考）令和９年度地区別構想の改定（3 地区） 

①計画準備 

②特定事業及び特定事業計画の検討 

ア．課題の整理  

イ．特定事業調整用調書の作成 

ウ．特定事業及び特定事業計画のとりまとめ   

③地区別構想のとりまとめ 

④パブリックコメントの実施 

パブリックコメントに諮る地区別構想（素案）及び概要版（素案）

及び素案を関連動画の作成 

⑤協議会等の運営支援    

ア．協議会の運営支援（３回）  

イ．区民部会によるまちあるき点検の実施支援（１回） 

ウ．こころのバリアフリーに関する取組の実施支援（１回） 

エ．事業者説明会の運営支援（１回）   

⑥報告書のまとめ 

【成果品】 

・報告書   ２部 

・電子データ 一式 

・北区バリアフリー基本構想 地区別構想 本編 各地区 100部 

・北区バリアフリー基本構想 地区別構想 概要版 各地区 100部 

 

（4）履行期限  

契約確定日から令和9年3月26日（金）まで 

 

（5）予定価格 

14,312,100円（税込）を上限とし、提案価格が上限額を上回る場合

は、審査の対象としない。なお、本業務においては、最低制限価格を設定

しない。  

※本件は令和8年度予算が北区議会（令和8年第１回定例会）で成立した

場合に契約を締結する。 

 

（6）その他 

本プロポーザルは、2 年間の委託業務に関する提案書等の提出を求めて
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審査を行い、令和 8 年度の委託先候補者を選定する。なお、業務は 2 ヵ

年に及ぶ予定だが、令和９年度の契約を約束するものではない。 

 

２ 参加者の資格要件 

（1）委託業務における北区での競争入札参加資格を有していること。  

（2）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同

令第 １６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当

しないこと。  

（3）東京都北区競争入札参加資格有資格者指名停止基準（１４北総契第３６

０号平成１５年３月２８日区長決裁）による指名停止期間中でないこと。  

（4）東京都北区契約における暴力団等排除措置要綱（２２北総契第１８９４

号平成２３年３月３日区長決裁 平成２３年４月１日施行）による入札参

加除外措置の期間中でないこと。 

（5）経営不振の状態（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第

1 項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）第 21 条第 1 項に基づき再生手続開始の申立てをしたと

き、手形または小切手が不渡りになったとき等。ただし、北区が経営不振

の状態を脱したと認めた場合は除く。）にないこと。 

（6）プロポーザル参加者が、契約締結までの間に上記（１）～（４）に規定

する参加資格を有しなくなった場合、又は提出された書類の記載事項が虚

偽であることが判明した場合は、その時点で失格とする。 

（7）平成 28 年度以降、特別区又は東京圏※の人口 20 万人以上※の市でバ

リアフリー基本構想策定（改定業務含む）の受注実績があること。 

※「東京圏」…東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県をいう。 

※「人口 20 万人以上」…業務受注時の都市の人口規模（20 万人以上）

をいう。 

 

3 提案書の審査項目及び審査方法 

  別紙 1「審査項目」に基づき審査委員会が審査を行い、契約交渉順位を

決定する。 

（1）第一次審査 

事業者から提出された提案書等の書類審査により、第二次審査対象者

として、上位 3 事業者程度を選定する。 

（2）第二次審査 

第一次審査で選定した事業者による提案書等に基づくプレゼンテーシ

ョン（15分以内）及び質疑応答（25分以内）を行い、契約交渉順位第
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1位及び第2位を選定する。プレゼンテーションの出席者は最大３名と

し、プレゼンテーションは、本件の中心的役割を担う者が説明するもの

とする。また、プレゼンテーションは、事前に提出した提案書により行

うこと。詳細は、第一次審査結果と併せて 別途通知する。 

なお、審査内容については、公表しない。 

 

4 募集から随意契約交渉順位決定までのスケジュール 

  令和７年１２月２４日（水） 公募要項の公表 

令和８年１月１５日（木）  質問の受付期限・参加表明書の提出期限 

  令和８年１月２０日（火）  質問に対する回答 

  令和８年１月２６日（月）  提案書の提出期限 

  令和８年２月中旬      第一次審査（書類審査） 

  令和８年２月下旬      第一次審査結果の通知 

  令和８年３月中旬      第二次審査 

  令和８年３月下旬      第二次審査結果の通知（契約交渉順位決定） 

 

5 参加表明書の提出  

（1）提出書類  

①参加表明書（様式 1）  

②事業者概要（様式 2）  

③会社の概要がわかるパンフレット等  

※提出書類に関する詳細は、別紙2「提出書類一覧」のとおりとする。 

（2）提出先 

〒114-8508 北区王子本町1-15-22 北区まちづくり部都市計画課 

（3）提出期限 

令和8年1月15日（木）正午まで（必着） 

（4）提出方法 

持参または、簡易書留による郵送による。 

※紙媒体のほかに電子データ（PDF形式）を電子メールにて提出すること。 

 

６ 提案書の提出  

（1）提出書類  

 ①提案書（表紙）（様式3） 

②実績調書（様式 4） 

③実施体制表（様式 5） 

④見積書（様式 6） 
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⑤提案書（様式 7） 

⑥実施スケジュール（様式 8）  

※提出書類に関する詳細は、別紙2「提出書類一覧」のとおりとする。 

（2）提出先 

〒114-8508 北区王子本町1-15-22 北区まちづくり部都市計画課 

（3）提出期限 

令和8年1月26日（月）午後5時まで（必着） 

（4）提出方法 

持参または、簡易書留による郵送による。 

※紙媒体のほかに電子データ（PDF形式）を電子メールにて提出すること。 

 

7 質問の受付及び回答  

（1）質問期間 

 令和7年12月24日（水）から令和8年1月15日（木）正午まで 

（2）質問方法  

電子メールによる。 

件名を【北区バリアフリー基本構想（全体構想）改定業務委託に関する

質問（企業名）】とすること。 

なお、質問を受信した場合は、区から受信確認メールを送信するので、

受信確認メールが届かない場合は、問い合わせをすること。 

（3）回答期限 

令和8年1月20日（火） 

（4）回答方法 

  参加表明書の提出のあった全事業者に電子メールで通知する。 

 

8 審査結果の通知 

（１）第一次審査 

第一次審査の結果は、提案書を提出した事業者に対して書面により通知

する。なお、第二次審査対象事業者に対しては、第二次審査に関する詳細

をあわせて通知する。 

（２）第二次審査 

第二次審査の結果は、審査委員会で決定した契約交渉順位第１位及び第

２位の提案書の提出者に対して、書面により通知する。 

また、契約交渉順位が第２位までに入らなかった者に対しては、書面に

より通知する。 
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9 その他の留意事項 

（1）提出書類が次の項目のいずれかに該当する場合には無効となることがあ

る。なお、無効となったときは、その時点でプロポーザルの参加者を失

格とする。  

①提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの  

②この要項に指定する様式及び示された条件・参加資格に適合しないもの  

③記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの  

④審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの  

（2）提出書類の作成及び提出に関連して必要となる経費については、提案者

の負担とする。なお、提出書類は返却しない。  

（3）提出期限後における提出書類の提出、再提出、差し替えは一切認めない。  

（4）提出書類に虚偽の記載をした場合は、無効とするとともに、虚偽の記載

をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

（5）提出書類は、本プロポーザルの目的以外には使用しない。但し、提出書

類を作成した事業者の許可を得た場合は、この限りではない。  

（6）参加表明書を提出した後に辞退する場合は、参加表明辞退届（様式9）

令和8年1月26日（月）午後5時までに都市計画課担当まで提出すること。 

※提出書類に関する詳細は、別紙2「提出書類一覧」のとおりとするとす

る。 

（7）別紙3「東京都北区個人情報その他の情報資産を取り扱う契約の特記事

項」を遵守すること。 

（8）本区からの事務連絡は、原則、電子メールを使用する。 

  （9）協議会における委員への報酬は区が支払う。 

（10）この要項に定めるもののほか、必要な事項については審査委員会が別

に定める。 

 

10 問い合わせ先  

〒114-8508 北区王子本町1-15-22 北区まちづくり部都市計画課 

電話：03-3908-9152（直通） 

E-mail : toshikeikaku-ka@city.kita.lg.jp 

担当：田原、青木、矢坂 

 

mailto:toshikeikaku-ka@city.kita.lg.jp


 

 

審査項目 

（北区バリアフリー基本構想（全体構想）改定業務委託） 

 

●第一次審査（書類審査） 

事業者及び担当者等の評価 

№ 審査項目 様式 評価ポイント 

１ 業務実績等 4 

参加表明者の平成 28 年度以降の特別区又は東京圏の人口 20 万

人以上の市での、バリアフリー基本構想策定業務（改定業務含む）

の受注実績の評価。 

２ 実施体制 5 社内体制（支援・協力体制）等の充実の評価 

３ 管理技術者 5 管理技術者の資格・業務履歴・担当業務の評価 

４ 主たる技術者 5 主たる担当技術者の資格・業務履歴・担当業務の評価 

5 補佐する技術者 5 補佐する担当技術者の資格・業務履歴・担当業務の評価 

6 見積価格 6 予定価格に対する見積価格の評価 

   

提案内容の評価 

№ 審査項目 様式 評価ポイント 

7 現状課題等 7 バリアフリーに関する北区の現状や課題等に関する評価 

8 基礎調査等 7 バリアフリー基本構想改定に必要な基礎調査等に関する評価 

9 全体構想等 7 
全体構想改定に関する評価 

（基本的な考え方・留意すべき事項・工夫すべき点） 

10 
地区別構想・特定

事業計画等 
7 

地区別構想・特定事業計画改定に関する評価 

（基本的な考え方・留意すべき事項・工夫すべき点） 

11 基本構想の推進等 7 
基本構想の推進に関する評価 

（基本的な考え方・留意すべき事項・工夫すべき点） 

 

●第二次審査（プレゼンテーション審査） 

№ 審査項目 評価ポイント 

１ 提案力 
提案内容の説明が明確でわかりやすいか。 

書類の文言だけでなく、説明者の言葉で説明できているか。 

２ 対応力 

質問を的確に理解できているか。 

回答内容が明快で適切であるか。 

回答する姿勢、言葉遣いが適切であるか。 

３ 業務遂行力 

業務の目的・内容を十分理解しているか。 

業務に関する知識を十分に有しているか。 

現状及び課題を的確に認識しているか。 

４ 意欲・積極性 プレゼンテーションを通して意欲・積極性が感じられるか。 

５ その他 内容をより効果的に伝えるための独創的な工夫がされているか。 

別紙 1 



 
 

  

提出書類一覧 

 

■参加表明書の提出 

様式番号 様式名称 提出方法 

様式１ 

参加表明書 

※東京電子自治体共同運営電子調達サー

ビスの競争入札参加資格審査受付票の写

し（裏面印鑑証明部分も含む）を一緒に

提出すること。 

紙媒体１部及び 

電子データ（PDF 形式） 

様式 2 事業者概要 

- 会社の概要がわかるパンフレット等 

 

■提案書 

様式名称 提出方法 

様式 3 提案書（表紙） 

紙媒体１部及び 

電子データ（PDF 形式） 

 

様式 4～８においては、審査の

公正性、透明性を保つことか

ら、法人名を特定・類推させる

記述は避けること。 

様式 4 

実績調書 

※以下に類する業務を記載すること。 

平成 28 年度以降、特別区又は東京圏の人口

20 万人以上の市でバリアフリー基本構想

策定（改定業務含む）の受注実績 

様式 5 実施体制表 

様式 6 

見積書 
※提案内容を反映させた作業項目毎に分け

て人件費等を積算し、令和 8 年度、令和９

年度の 2 か年度に分けて提出すること。 

様式 7 

提案書 
・A3 判用紙横、文字ポイント 1１pt 以上、 
片面印刷３枚以内で作成すること。 
・参考資料はＡ４判換算２ページ以内で 
添付可（提案書のページ構成に含まない ） 

様式８ 実施スケジュール 

 

■参加表明辞退届 

様式番号 様式名称 提出方法 

様式 9 参加表明辞退届 電子データ（PDF 形式） 

 

別紙 2 



別紙３




